
２）ソフト対策の主な取組
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①円滑かつ迅速な避難のための取組

①－１ 方法伝達、避難計画等に関する事項

①－１－ア 洪水時における河川管理者からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

①－１－イ 避難勧告等発令の対象区域、判断基準等の確認

①－１－ウ 水害危険性の周知促進

①－１－エ ICTを活用した洪水情報の提供

①－１－オ 隣接市町における避難場所の設定

①－１－カ 要配慮者利用施設における避難計画の作成及び
避難訓練の実施
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【現状】水位周知河川９市町１３河川指定、指定水位到達時に県から関係機関に通知。
【課題】１１市町には指定が無く、避難判断に繋がる水位設定がなされていない。
【主な取組】平成３３年度までに１３市町１４河川を追加し２０市町２７河川を指定予定。

洪水時における情報提供の内容及びタイミングの確認

①－１－ア 洪水時における河川管理者からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

水位周知河川

既指定河川
追加指定河

川 23



洪水時における情報提供水位

市町長が避難勧告等の発令、
住民の避難判断の参考水位

水防機関が出動できるように
待機する旨を警告する水位

消防団員が出動する必要が
ある旨を警告する水位

水防警報河川

水位周知河川
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【主な取組】
水位周知河川が指定されている市町ごとに情報伝達系統図を作成し相互の連絡体制を確認。
毎年4月に更新作業を行い、ホットライン含め電話番号等の再確認。

①－１－ア 洪水時における河川管理者からの情報提供等の
内容及びタイミングの確認

情報伝達系統図・ホットライン

県（振興局）

マスコミ
県水防本部

（河川課、危機管理課）

水防管理者
（市、町）

気象台

ホットライン

ホットライン

⼀般住⺠
 防災無線
 ホームページ

 テレビ、ラジオ

概念図

警察署
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【現状】各市町が地域防災計画や避難勧告等の判断・伝達マニュアルに記載。
【主な取組】避難勧告発令判断基準の参考として想定最大規模降雨による浸水想定区域図を

作成する。
浸水想定区域図に合わせて「水害対応タイムライン」を作成する。

①－１－イ 避難勧告発令の対象区域、判断基準等の確認

避難勧告発令の対象区域、判断基準

出典 国土交通省
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【現状】未作成。
【主な取組】平成33年度までに水位周知河川２７河川について、「水害対応タイムライン」

を作成。

①－１－イ 避難勧告発令の対象区域、判断基準等の確認

タイムライン

タイムラインとは、災害発
生を前提に、防災関係機関
が連携して災害時に発生す
る状況を予め想定し共有し
た上で、「いつ」、「誰が
」、「何をするか」に着目
して、防災行動とその実施
主体を時系列で整理した計
画のことをいう。
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①－１－ウ 水害危険性の周知促進

【現状】１３河川の浸水想定区域図、ハザードマップを作成・公表済み。
水位計９８箇所、雨量計２０６箇所の情報を発信。
大雨警報（浸水害）及び洪水警報の危険度分布、流域雨量指数の予測値を提供。

【主な取組】浸水想定区域図、ハザードマップを平成33年度までに２７河川に拡大予定。
危機管理型水位計１６７箇所を設置。
平成30年度末までに水位・雨量情報をメール配信するシステムの検討。

水害危険性の周知促進

L1作成済、L2作成予定(13河
川）

新たにL2作成予定(14河川）

浸水想定区域図
ハザードマップ作成予定河川

（参考）
志佐川浸水想定区域図及びハザードマップ
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水位計位置図
98箇所

雨量計位置図
206箇所

水位計・雨量計一覧表

①－１－ウ 水害危険性の周知促進

現状、水位計９８箇所の水位計を
平成３３年度までに新たに１６７箇
所に水位計を設置しインターネット
等で情報発信。
雨量計２０６箇所を観測、情報発
信。

水位計、雨量計の設置
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①－１－エ ICT等を利用した住民等へ適切かつ確実に情報伝達する
体制や方法の改善・充実

【現状】関係機関がそれぞれ情報を発信。
【主な取組】関係機関が発信している情報を共有し広く周知を図り活用する。

水位計の追加設置やCCTVの新規設置など情報の充実を図る。

情報伝達方法等

⻑崎県の取組
⻑崎県河川砂防情報
システムによる河川
水位や雨量、土砂災
害警戒情報の提供

国土交通省やNHKと
連携した取組
河川監視カメラや
NHKデータ放送によ
る情報提供

市町の取組
防災行政無線や防災
ラジオ、防災メール
による情報提供
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①－１－オ 隣接市町等への広域避難体制の構築

【現状】浸水想定区域等の水害リスク情報を踏まえた広域避難計画はない。

①－１－カ 要配慮者利用施設等における避難計画等の作成・訓練に
対する支援

【現状】要配慮者利用施設２０７施設が地域防災計画に記載され、３９施設で避難確保計画
を作成している。

【主な取組】浸水想定区域図作成後区域内の要配慮者施設の確認を行い情報共有する。
平成33年度までに避難確保計画、避難訓練の実施を目指す。
区域内の施設に対して気象や避難に関する情報を提供する。

31



①－２ 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

①－２－ア 想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図等
の共有

①－２－イ 洪水ハザードマップの作成・改良と周知

①－２－ウ まるごとまちごとハザードマップの促進

①－２－エ 住民、関係機関が連携した避難訓練等の充実

①－２－オ 防災教育の推進
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①－２－ア 想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の共有

【現状】計画規模の降雨による浸水想定区域図作成河川が１３河川（９市町）
【課題】想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図が少ない（１河川）
【主な取組】平成３３年度までに２７河川（２０市町）で想定最大規模降雨に係る洪水浸水

想定区域図を作成する。

計画規模降雨

想定最大規模降雨

浸水範囲・浸水深浸水範囲・浸水深

浸水時間

家屋倒壊区域
（氾濫流）

家屋倒壊区域
（河岸浸食）
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①－２－イ 洪水ハザードマップの作成・改良と周知

【現状】計画規模の降雨による洪水ハザードマップが１３河川（９市町）
【課題】想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図が少ない（１河川）
【主な取組】平成３３年度までに２７河川（２０市町）で想定最大規模降雨に係るハザード

マップを作成。

ハザードマップ
（相浦川：計画規模降雨）
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①－２－ウ まるごとまちごとハザードマップの推進

【現状】実施箇所なし。

①－２－エ 住民、関係機関が連携した避難訓練の充実

【現状】佐世保市、島原市、諫早市、平戸市、五島市、雲仙市は水防訓練や防災訓練の中で
避難訓練を実施している。

【主な取組】今後、防災訓練等で避難訓練の実施を検討する。

①－２－オ 防災教育の推進

【現状】県教育委員会が実施している「防災教育を中心とした実践的教育総合支援事業」に
参画（H29は平戸市度島小中学校にて実施）
防災に関する講話や地域防災マップづくり、出前講座などの支援。
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